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欧文数字を入力

恐
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恭
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（ 2）第1870号2012年10月5日

　
　
月
、　
月
の
２
カ
月
間

１０

１１

を
「
秋
の
会
員
増
加
推
進
月

間
」
と
し
、
会
員
増
加
に
取

り
組
む
。月
間
で
医
科
　
名
、

１０

歯
科
　
名
の
実
増
を
目
標

２０

に
、
執
行
部
・
事
務
局
一
丸

と
な
っ
て
奮
闘
す
る
所
存
で

あ
る
。
会
員
の
先
生
方
に
も

更
な
る
ご
協
力
も
是
非
お
願

い
し
た
い
。

　
ご
存
知
の
よ
う
に
、
来
年

は
協
会
創
立
　
周
年
を
迎
え

５０

る
記
念
す
べ
き
年
で
あ
る
。

国
民
皆
保
険
実
施
の
２
年

後
、
１
９
６
３
年
に
９
６
９

名
で
発
足
し
た
協
会
も
、
会

員
数
は
、
６
倍
ま
で
発
展
し

て
き
た
。
こ
れ
も
会
員
の
先

生
方
の
お
か
げ
で
あ
り
、
更

な
る
飛
躍
を
目
指
し
て
、
創

立
　
周
年
を
６
千
名
の
会
員

５０
で
迎
え
た
い
。
ま
た
、
２
０

１
３
年
　
月
に
、
保
団
連
医

１０

療
研
究
集
会
が
神
奈
川
を
主

務
地
と
し
て
開
催
す
る
。
目

標
を
達
成
し
て
、
医
療
研
究

集
会
に
も
華
を
添
え
た
い
。

　「
秋
の
会
員
増
加
推
進
月

間
」
で
は
、「
紹
介
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
」
と
し
て
、
紹
介
ハ

ガ
キ
や
電
話
掛
け
等
の
紹
介

活
動
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た

先
生
に
は
、
入
会
の
有
無
に

関
わ
ら
ず
、
３
千
円
の
「
図

書
カ
ー
ド
」
を
贈
呈
す
る
。

こ
の
間
の
新
規
入
会
者
は
、

「
知
人
」・「
友
人
」・「
同
窓
」

か
ら
の
「
紹
介
」
が
入
会
動

機
と
な
っ
て
お
り
、
６
千
名

達
成
の
た
め
、「
特
別
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
」と
し
て
実
施
す
る
。

会
員
の
先
生
方
は
、
会
員
登

録
の
有
無
が
分
か
ら
な
い
と

思
う
の
で
、
ご
紹
介
い
た
だ

け
る
場
合
は
、
事
務
局
へ
連

絡
を
お
願
い
し
た
い
。

　
頼
り
に
な
る
協
会
活
動
で

は
、医
科
で
は「
突
合
・
縦
覧

点
検
対
策
講
習
会
」、歯
科
で

は
先
生
方
を
悩
ま
せ
て
い
る

「
個
別
指
導
対
策
講
習
会
」を

企
画
し
て
い
る
。会
員
の
視

点
に
立
っ
た
講
習
会
を
目
指

し
て
い
る
の
で
、入
会
を
働

き
か
け
る
一
助
に
し
て
い
た

だ
き
た
い
。こ
の
他
、歯
科
の

み
で
あ
る
が「
お
試
し
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
」も
実
施
す
る
。

　
今
秋
は
、
会
員
増
加
と
共

に
「
共
済
制
度
の
普
及
」
に

も
力
を
注
ぐ
。「
利
率
１
・
２

５
９
％
」
の
保
険
医
年
金
の

運
用
実
績
は
、低
金
利
の
中
、

一
般
の
保
険
商
品
と
は
比
較

に
な
ら
な
い
。ま
た
、グ
ル
ー

プ
保
険
（
生
命
保
険
）
は
、

　
年
度
の
年
間
保
険
料
　
％

１１

６５

が
配
当
金
と
し
て
加
入
者
に

返
金
さ
れ
た
。
会
員
に
な
る

だ
け
で
、
十
分
な
メ
リ
ッ
ト

で
あ
る
。

　
新
規
募
集
を
中
断
し
て
い

た
、
休
業
補
償
制
度
も
少
し

姿
は
変
わ
る
が
来
年
に
復
活

す
る
。
こ
の
休
業
補
償
制
度

は
神
奈
川
の
先
人
達
が
作

り
、
全
国
に
普
及
し
た
も
の

で
あ
る
。
創
立
当
初
よ
り
会

員
に
寄
り
添
っ
た
、
会
員
の

た
め
に
な
る
協
会
作
り
を
築

い
て
き
た
。
そ
の
輝
か
し
い

当
会
を
更
に
発
展
、
強
化
し

て
い
き
た
い
。
協
会
に
入
会

し
、
利
用
す
れ
ば
す
る
ほ
ど

協
会
の
良
さ
は
体
感
で
き

る
。
ど
ん
ど
ん
利
用
、
活
用

し
て
も
ら
い
た
い
。
そ
し
て

協
会
の
良
さ
を
い
ろ
い
ろ
な

方
面
で
ア
ピ
ー
ル
し
て
も
ら

い
た
い
。

　
　
月
１
日
現
在
、
５
千
９

１０
４
６
名
の
会
員
数
で
あ
る

が
、創
立
時
か
ら
の
会
員
が
、

　
名
余
り
い
る
。
今
で
も
、

３０現
役
で
地
域
医
療
の
一
端
を

担
っ
て
い
る
方
も
い
る
。　１３

年
に
は
「
特
別
表
彰
」
を
す

る
こ
と
を
９
月
の
「
評
議
員

会
」
で
決
定
し
た
。
先
人
達

が
築
き
あ
げ
た
協
会
の
飛
躍

に
向
け
て
共
に
頑
張
り
た

い
。
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創
立
　
周
年
を

５０
６
千
名
の
会
員
で
迎
え
よ
う

会
員
増
加
特
別
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
実
施

第
　
期
第
　
回
理
事
会
　
９
月
　
日（
木
）

２５

２２

１３

【
議
長
感
想
】

　
　
第
　
期
第
　
回
理
事
会
が

２５

２２

協
会
会
議
室
で
開
催
さ
れ

た
。
資
料
説
明
の
後
、
議
事

に
入
っ
た
。

　
　
前
回
理
事
会
報
告
書
は
異

議
な
く
承
認
。８
月
度
活
動

の
ま
と
め
と
当
面
の
課
題
で

は
、厚
労
省
の
幹
部
人
事
異

動
に
つ
い
て
、外
来
管
理
加

算
の
５
分
ル
ー
ル
を
導
入
し

た
原
氏
が
医
政
局
長
に
就
任

し
た
こ
と
で
注
視
が
必
要
。

ま
た
医
療
機
関
の
消
費
税
損

税
問
題
に
つ
い
て
は
、「
国
民

へ
の
周
知
・
理
解
が
必
要
」、

「
　
％
ま
で
上
が
れ
ば
医
院

１０経
営
は
崩
壊
の
危
機
に
。混

合
診
療
全
面
解
禁
の
呼
び
水

と
な
る
恐
れ
も
あ
る
」等
の

意
見
が
出
さ
れ
た
。

　
　
各
部
報
告
で
は
、地
域
医

療
対
策
部
か
ら
歯
科
口
腔
保

健
法
の
推
進
に
向
け
た
取
り

組
み
強
化
で
歯
科
部
会
と
の

連
携
等
を
確
認
し
た
。組
織

部
か
ら
は
、会
員
６
千
名
達

成
に
向
け
た
会
員
増
加
推
進

月
間
の
取
り
組
み
な
ど
が
報

告
、協
力
依
頼
が
な
さ
れ
た
。

　
　
そ
の
他
、政
策
部
か
ら「
日

本
医
療
再
生
の
懸
賞
論
文
」

公
募
の
概
要
が
提
案
。入
選

論
文
の
著
作
権
、宣
伝
方
法

等
で
意
見
交
換
が
な
さ
れ
、

承
認
さ
れ
た
。庶
務
事
項
は

異
議
な
く
承
認
さ
れ
た
。

（
議
長
・
森
〇医 
）

医業税制存続・消費税ゼロ税医業税制存続・消費税ゼロ税率率

国への意見書提出を求める陳情を
9月県議会へ提出！

式
会
社
と
違
い
、
剰
余
金
の
配

当
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
一
般

の
営
利
事
業
と
同
列
に
み
な
さ

れ
る
の
は
看
過
で
き
な
い
。

ゼ
ロ
税
率
の
適
用
を
！

　
現
行
消
費
税
法
で
は
、
保
険

診
療
に
係
る
消
費
税
が
非
課
税

で
あ
る
た
め
、
薬
剤
、
医
療
機

器
な
ど
の
購
入
で
生
じ
た
消
費

税
を
医
療
機
関
が
負
担
し
て
い

る
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に

対
し
、
厚
生
労
働
省
の
中
央
社

会
保
険
医
療
協
議
会
で
は
、　１４

年
４
月
の
診
療
報
酬
改
定
と
消

費
税
率
８
％
引
き
上
げ
予
定
時

期
が
同
時
期
に
な
る
こ
と
に
合

わ
せ
、
診
療
報
酬
に
上
乗
せ
し

た
対
応
で
議
論
が
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
保
険
診
療
項
目

が
４
千
項
目
以
上
あ
る
中
で
、

公
平
な
解
決
策
に
は
な
ら
な

い
。
医
療
機
関
が
負
担
し
た
消

費
税
が
還
付
さ
れ
る
仕
組
み

で
、か
つ
患
者
負
担
が
な
い「
ゼ

ロ
税
率
」
課
税
の
適
用
を
協
会

で
は
強
く
求
め
て
い
る
。

　
県
議
会
で
は
、　
月
　
日
の

１０

１１

厚
生
常
任
委
員
会
で
陳
情
審
査

が
行
わ
れ
る
予
定
だ
。　

　
措
置
法
　
条
は
、
保
険
診
療

２６

収
入
が
５
千
万
円
以
下
の
小
規

模
医
療
機
関
や
、
高
齢
医
師
・

歯
科
医
師
の
記
帳
負
担
の
軽
減

を
図
る
こ
と
が
趣
旨
と
さ
れ
て

い
る
が
、
低
診
療
報
酬
を
税
制

面
で
補
完
す
る
こ
と
で
、
地
域

医
療
を
支
え
る
政
策
税
制
と
し

て
導
入
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
会
計
検
査
院
は
昨

年
、
事
務
負
担
の
軽
減
の
特
例

措
置
の
趣
旨
を
強
調
す
る
あ
ま

り
、
ご
く
一
部
の
自
費
診
療
収

入
の
依
存
度
の
高
い
医
療
機
関

が
採
用
し
て
い
る
こ
と
を
理
由

に
見
直
し
を
求
め
て
い
る
。

　
ま
た
事
業
税
は
、
公
共
道
路

な
ど
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
す

る
こ
と
に
対
す
る
経
費
負
担
と

さ
れ
、
収
益
を
追
及
す
る
事
業

者
に
課
税
さ
れ
て
い
る
。
医
療

機
関
は
、
国
民
皆
保
険
の
存
続

と
不
可
分
な
関
係
に
あ
り
、
保

険
診
療
単
価
は
公
定
価
格
で
決

め
ら
れ
、
医
療
は
非
営
利
と
規

定
さ
れ
、
医
療
法
人
で
は
、
株

医
業
税
制
は

低
診
療
報
酬
政
策
下
の

経
営
の供
支
柱
僑

　
医
業
税
制（
事
業
税
非
課
税
、

措
置
法
　
条
）の
取
り
扱
い
は
、

２６

２
０
１
２
年
度
の
税
制
大
綱
で

見
直
し
を
検
討
す
る
と
さ
れ
、

政
府
・
与
党
は
年
末
の
次
年
度

税
制
大
綱
の
策
定
ま
で
に
存
廃

も
含
め
た
結
論
を
出
す
と
し
て

い
る
。

置
関
係
（
３
・
７
％
）、
初
再
診

関
係
（
２
・
４
％
）
と
続
い
て

い
ま
す
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
い
か
に
日

常
診
療
に
お
い
て
、
ど
う
対
処

し
て
い
く
か
と
い
う
点
に
直
面

し
て
い
る
か
が
判
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
会
員
の
特
典
は
、
電

話
一
本
で
こ
れ
ら
の
疑
問
点
に

丁
寧
に
対
処
し
て
い
る
事
で

す
。

　
回
答
で
き
る
件
は
そ
の
場

で
、
ま
た
回
答
困
難
な
難
し
い

問
題
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

専
門
部
員
に
問
合
せ
て
後
程
直

接
本
人
に
解
答
す
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
是
非
利
用
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
際
で
す
の
で
別
の
話
題

に
目
を
向
け
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
新
規
開
業
の
保
険
医
は
開
業

後
約
１
年
で
新
規
個
別
指
導
が

必
ず
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
高
点
数
等
に
よ
る
個
別

指
導
も
今
年
は
神
奈
川
県
で
は

医
科
　
件
、
歯
科
１
４
９
件
の

７３

指
導
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
指
導
に
指
定
さ
れ
た
医

療
機
関
か
ら
多
く
の
問
合
せ
が

来
て
い
ま
す
。

　
協
会
で
は
こ
れ
ら
指
導
に
臨

む
に
あ
た
っ
て
の
、
そ
の
準
備

等
の
サ
ポ
ー
ト
も
行
っ
て
お

り
、
そ
れ
に
参
加
し
た
会
員
か

ら
「
本
当
に
よ
か
っ
た
」、「
安

心
し
て
指
導
が
受
け
ら
れ
た
」

と
い
う
感
謝
の
言
葉
を
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。

　
要
は
協
会
の
行
っ
て
い
る
共

済
関
係
、
情
報
関
係
、
文
化
活

動
な
ど
に
積
極
的
に
参
加
し
て

協
会
を
充
分
に
利
用
し
て
い
た

だ
く
事
で
す
。

　
そ
れ
で
こ
そ
入
会
し
て
良

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
既
に
会
員
の
方
を
含

め
、
皆
さ
ん
の
ご
利
用
を
心
か

ら
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

る
事
は
日
頃
経
験
さ
れ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
協
会
で

は
毎
月
電
話
等
で
ど
ん
な
問
合

せ
が
あ
っ
た
か
、
そ
の
相
談
内

容
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

　
ち
な
み
に
医
科
で
は
８
月
１

日
か
ら
８
月
　
日
ま
で
の
１
カ

３１

月
間
に
８
６
０
件
も
の
電
話
問

合
せ
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中

で
問
題
の
多
い
順
で
は
在
宅
関

係（
　
・
３
％
）、投
薬
関
係（
　
・

２４

１２

７
％
）、検
査
関
係（
　
・
７
％
）、

１１

医
学
管
理
関
係（
９
・
２
％
）、処

る
よ
う
役
員
、
事
務

局
員
が
一
体
と
な
っ

て
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

　
診
療
中
に
点
数
や

解
釈
等
で
疑
問
が
生

じ
る
こ
と
が
多
々
あ

　
保
険
診
療
対
策
部
は
開
業
保

険
医
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
保

険
点
数
等
、
保
険
診
療
に
対
す

る
全
般
的
な
問
題
に
対
応
で
き

地域医療の守り手の経営基盤
「医業税制」の存続と診療報酬への
消費税ゼロ税率を求める意見書の

提出を求める陳情
【陳情の要旨】

▼国に対し、診療報酬の事業税非課税
および社会保険診療収入への租税
特別措置法第26条の、いわゆる医業
税制の存続を求める意見書を提出
すること

▼国に対し、診療報酬への消費税のゼ
ロ税率の適用を求める意見書を提
出すること

協協
会会
活活
動動
をを
利利
用用
しし
よよ
うう

　
医
科
・
歯
科
ト
ー
タ
ル

月
１
千
件
を
超
す
電
話
の
問
合
せ
　
　

歯 科 個 別 指 導 対 策 講 習 会
　関東信越厚生局神奈川事務所は、今年10月に歯科の集団的
個別指導（集団部分）を実施し、384件の歯科医療機関を対
象とする予定です。この指導に呼ばれた歯科医療機関で、引
き続き「高点数」の場合には2014年度「高点数」個別指導に
呼ばれることになります。特に神奈川県では、「高点数」に
よる個別指導件数が多くなっており、保険医であれば誰もが
個別指導に呼ばれる状況にあると言っても過言ではありま
せん。行政開示資料によると、2012年度実施の個別指導予定
件数は149件（うち高点数93件）となっております。しかし、
きちんと事前準備をしておけば、個別指導は恐れる必要など
ありません。個別指導対策講習会では、指導問題点の解説、
さらに、いざ個別指導に選定された場合でも万全の体制で臨
んでいただけるよう、カルテ記載等のポイントをご説明いた
します。
と　き　10月24日（水）午後7時30分～9時30分
ところ　協会会議室
テーマ　「歯科個別指導対策講習会

―縦覧・突合点検にも触れて―」
講　師 協会歯科部会講師団.........参加対象　歯科会員
お申込み　歯科部会雑045‐313‐2111
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田中　正則先生
（横浜市西区○医 ）

　
税
対
経
営
部
は
９
月
　
日
、①
保
険
診
療
収
入

２４

に
係
る
事
業
税
非
課
税
措
置
の
存
続
、②
保
険
診

療
収
入
所
得
計
算
の
特
例
措
置
（
措
置
法
　
条
）

２６

の
存
続
、及
び
③
診
療
報
酬
へ
の
ゼ
ロ
税
率
課
税

の
適
用
―
を
求
め
る
国
へ
の
意
見
書
の
提
出
を

求
め
、
神
奈
川
県
議
会
へ
陳
情
書
を
提
出
し
た
。

お
問
合
せ
は

お
気
軽
に
！
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